
宮城県強い農業づくり総合支援交付金（産地基幹施設等支援タイプ及び卸売市場等支援タイプ） 

実施要領 

 

（趣旨） 

第１ 宮城県強い農業づくり総合支援交付金による対策は、強い農業づくり総合支援交付金交付等要綱

（令和４年４月１日付け３農産第２８９０号農林水産事務次官依命通知。以下、「国要綱」とい

う。）、強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等支援タイプ等の交付対象事業事務及び

交付対象事業費の取扱いについて（令和４年４月１日付け３新食第２０８８号農林水産省総括審議官

（新事業・食品産業）、３農産第２８９７号農林水産省農産局長、３畜産第１９９１号農林水産省畜

産局長通知。）、強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等支援タイプの配分基準につい

て（令和４年４月１日付け３農産第２８９５号農林水産省農産局長、３畜産第１９７２号農林水産省

畜産局長通知。）、強い農業づくり総合支援交付金のうち卸売市場等支援タイプの配分基準について

（令和４年４月１日付け３新食第２２７１号農林水産省大臣官房総括審議官（新事業・食品産業）通

知。）及び強い農業づくり総合支援交付金の費用対効果分析の実施について（令和４年４月１日付け

３新食第２０８７号農林水産省総括審議官（新事業・食品産業）、３農産第２８９６号農林水産省農

産局長、３畜産第１９８９号農林水産省畜産局長通知。）によるもののほか、本要領に定めるところ

によるものとする。 

 

（対策の対象） 

第２ 本対策の支援対象は、国要綱に定めるものとし、その具体的なメニュー、事業実施主体、採択要

件等は国要綱別表１のⅠ及び１のⅡに掲げるとおりとする。 

 

（対策の実施等の手続き） 

第３ 事業実施主体は、国要綱の｢産地基幹施設等支援タイプ｣及び「卸売市場等支援タイプ」による対

策を実施する場合は、宮城県強い農業づくり総合支援交付金実施計画を作成し、別紙様式第１号に実

施計画（別紙様式第１号別添１又は２）を添付し、知事に提出してその承認を受けるものとする。 

なお、事業メニューに応じて、実施計画の審査に必要な項目を追加して求めるものとする。 

２ 事業実施主体は、国要綱の｢産地基幹施設等支援タイプ｣により穀類乾燥調製貯蔵施設等再編利用の

取組、集出荷貯蔵施設等再編利用の取組、農産物処理加工施設等再編利用の取組、食肉等流通体制再

編整備の取組、国内産糖・国内産いもでん粉工場再編合理化の取組及び乳業再編等整備の取組を行う

場合は、別紙様式第２号に国要綱別記１のⅡのⅡ－２の第２の６に定める再編利用計画又は再編合理

化計画を添付し、知事に提出してその承認を受けるものとする。 

３ 知事は、１により提出された実施計画が、国要綱の要件を満たすとともに、事業の規模が適切であ

り、かつ、実施計画の達成が確実であると見込まれる場合、その承認を行うものとする。 

４ 知事は、２により提出された再編利用計画又は再編合理化計画が、目標達成の観点から妥当と認め

られる場合、その承認を行うものとする。 

５ 実施計画の重要な変更は、別紙様式第１号により、１及び２に準じて行うものとするが、重要な変

更以外の軽微な変更については、別紙様式第３号により知事に届け出るものとする。なお、重要な変

更とは、次の（１）から（５）に該当する場合とする。 

(１) 成果目標の変更 

 (２) 特認団体又は都道府県が実施する事業内容の変更 

(３) 地域提案の事業内容の変更 

（４） 事業実施主体の変更 

（５） 事業の中止又は廃止 

 

 



（事業の着手及び入札報告） 

第４ 事業実施主体は、事業に着手したときは、速やかにその旨を別紙様式第４号により、知事に届け

出るものとする。 

２ 事業実施主体は、１の届け出の内容に変更が生じた場合は、速やかに別紙様式第５号により届け出

るものとする。 

 

（事業実施状況及び達成状況の報告） 

第５ 国要綱第２８に定める事業実施状況の報告及び国要綱第２９に定める成果目標の達成状況の報告

は、７月末日までに別紙様式第６号により知事へ提出するものとする。 

２ 知事は必要に応じ、事業実施主体に事業実施状況の報告を求めることができるものとする。 

 

（再編利用計画の取組状況の報告） 

第６ 再編利用計画策定主体は、各年度の再編利用計画又は再編合理化計画の取組状況を別紙様式第７

号に国要綱別記１のⅡ－２の第２の６に定める取組状況報告書を添付し、翌年度の５月末までに知事

へ報告するものとする。ただし、農産物処理加工施設等再編利用（茶）の取組、食肉等流通体制再編

整備の取組、国内産糖・国内産いもでん粉工場再編合理化の取組及び乳業再編等整備の取組について

は、最終年度の翌年度の５月末までに知事へ報告するものとする。 

 

（事業名の掲示等） 

第７ 対策により設置又は導入した施設、機械等には、本対策名、本対策の実施年度等を表示するもの

とする。 

 

（事業の公表） 

第８ 知事は、本対策の適正実施と透明性を図るため、事業実施主体からの実績報告書の提出により交

付金の額が確定した場合、実施した交付対象事業概要をホームページへの掲載等により公表するもの

とする。 

２ 知事は、目標年度の成果目標の達成状況について、事業評価を行った結果をホームページへの掲載

等により公表するものとする。また、事業実施主体においても、その結果をホームページへの掲載等

により公表するものとする。 

 

（推進指導等） 

第９ 市町村長は、本対策の効果的かつ適正な推進を図るため、農業団体等関係機関との密接な連携に

よる推進指導体制の整備を図り、本対策の実施について推進指導に当たるとともに、融資機関及び農

業信用基金協会との連携により、本対策の円滑な実施を図るものとする。 

 

（書類の提出数及び経由） 

第１０ この要領により知事に提出する書類は、事業実施地区を所轄する地方振興事務所長を経由する

ものとする。ただし、間接補助事業者以外にあっては、別に定めのない限り直接知事に提出するもの

とする。 

 

 （その他） 

第１１ この要領に定めるもののほか、この対策の実施に関して必要な事項は、知事が別に定める。 

 

 

 

 



附 則 

この要領は、平成２５年２月２８日から施行する。 

附 則 

 この改正は、平成２７年４月９日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２８年１０月２６日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２９年４月１０日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成３０年４月９日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成３１年４月９日から施行する。 

附 則 

この改正は、令和２年２月１２日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、令和２年７月１日から施行する。 

２ 令和元年度までに実施した事業（令和元年８月から９月の前線に伴う大雨（台風第１０号、第１３

号、第１５号及び第１７号の暴風雨を含む。）及び台風第１９号等被災産地施設整備等対策実施要

領（令和元年１１月１９日付け元食産第３０２９号農林水産省食料産業局長、元生産第１１６０号

農林水産省生産局長、元政統第１１５２号農林水産省政策統括官通知。）に係る取組を含む。）につ

いては、なお従前の例によることとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和３年６月１日から施行する。 

２ 令和２年度までに実施した事業（令和元年８月から９月の前線に伴う大雨（台風第１０号、第１３

号、第１５号及び第１７号の暴風雨を含む。）及び台風第１９号等被災産地施設整備等対策実施要

領（令和元年１１月１９日付け元食産第３０２９号農林水産省食料産業局長、元生産第１１６０号

農林水産省生産局長、元政統第１１５２号農林水産省政策統括官通知。）、国産農畜産物供給力強

靱化対策実施要領（令和２年４月３０日付け２生産第２９０号農林水産省生産局長、２政統第３０

１号農林水産省政策統括官通知。）に係る取組を含む。）については、なお従前の例によることと

する。 

 

附 則 

１ この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 令和３年度までに実施した事業（令和元年８月から９月の前線に伴う大雨（台風第１０号、第１３

号、第１５号及び第１７号の暴風雨を含む。）及び台風第１９号等被災産地施設整備等対策実施要

領（令和元年１１月１９日付け元食産第３０２９号農林水産省食料産業局長、元生産第１１６０号

農林水産省生産局長、元政統第１１５２号農林水産省政策統括官通知。）、国産農畜産物供給力強

靱化対策実施要領（令和２年４月３０日付け２生産第２９０号農林水産省生産局長、２政統第３０

１号農林水産省政策統括官通知。）、令和２年から３年までの冬期の大雪及び令和３年福島県沖を

震源とする地震被災産地施設支援対策実施要領（令和３年４月１日付け２食産第６５８７号農林水

産省食料産業局長、２生産第２４１６号農林水産省生産局長、２政統第２５８７号農林水産省政策

統括官通知に係る取組を含む。）については、なお従前の例によることとする。 

 

附 則 

 この要領は、令和４年６月１日から施行する。 



附 則 

１ この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 令和４年福島県沖を震源とする地震被災産地施設支援対策実施要領（令和４年４月２０日付け４新

食第２０６号農林水産省総括審議官（新事業・食品産業）、４農産第３８４号農林水産省農産局長、

４畜産第２１３号農林水産省畜産局長通知。）については、なお従前の例によることとする。 

 

附 則 

 この要領は、令和８年４月７日から施行する。 


